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改正貨物自動車運送事業法について



「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物⾃動⾞運送事業法の⼀部を改正する法律」の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】

〇物流は国⺠⽣活・経済を⽀える社会インフラ。物流産業を魅⼒ある職場とするため、働き⽅改⾰に関する法律が本年４⽉
から適⽤される⼀⽅、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直⾯。

背景・必要性

改正法の概要

〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。
→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成⻑を図ることが必要。

・ 何も対策を講じなければ輸送⼒不⾜の可能性（右図）。
・ 物流の効率化、商慣⾏の⾒直し、荷主・消費者の⾏動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。
・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、⼀般消費者が協⼒して我が国の物流を⽀えるための環境を整備。

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導⼊＞

バラ積み・バラ降ろしに
よる⾮効率な荷役作業

パレットの利⽤による
荷役時間の短縮

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書⾯による交付等を義務
付け＊2 。
〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇下請事業者への発注適正化について努⼒義務＊3 を課すとともに、⼀定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
＊2・3 下請関係に⼊る利⽤運送事業者にも適⽤。

〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交⼤⾂への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

【⽬標・効果】 物流の持続的成⻑
【KPI】 施⾏後3年で（2019年度⽐） ○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/⼈削減

○積載率向上による輸送能⼒の増加 16パーセント増加

〇①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努⼒義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
＊1元請トラック事業者、利⽤運送事業者には荷主に協⼒する努⼒義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

〇上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助⾔、調査・公表を実施。
〇上記①②のうち⼀定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中⻑期計画の作成や定期報告等を義務付け、
中⻑期計画の実施状況が不⼗分な場合、国が勧告・命令を実施。
〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、⼤⾂認定事業の実施に必要な資⾦の出資を追加。〈予算〉
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【多重下請構造のイメージ】 【他のトラック事業者を利⽤して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請⾦額は、
請け負った⾦額の概ね何％か】

（令和４年度末に国⼟交通省が実施した貨物⾃動⾞運送事業者を対象としたアンケート調査より）

はい
74%

いいえ
26%

100%〜
4%

95〜99％
28%

90〜94％
42%

90％未満
26%

※調査対象としている下請⾏為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。

物流業界の多重下請構造の是正に向けた取組につなげるとともに、実運送事業者の適正運賃収受を図る。
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真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け…

n次下請け
（実運送事業者）

○ 運送契約締結時に、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について
記載した書⾯の交付を義務付け＊ 。 【法第12条、第24条第２項・第３項関係】

○ 利⽤運送を⾏うときに委託先への発注適正化（健全化措置）について努⼒義務＊ を課すとともに、⼀定規模以上の
事業者に対し、健全化措置に関する運送利⽤管理規程の作成・運送利⽤管理者の選任を義務付け。
【法第24条第１項、法第24条の２〜第24条の４関係】

○ 元請事業者に対し、実運送事業者の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。また、各
事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け。 【法第24条の５関係】

＊ 下請関係に⼊る利⽤運送事業者にも適⽤。

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

⇒ 令和７年４⽉１⽇施⾏



【交付書⾯の記載事項】

① 運送役務の内容・対価
② 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合

には、その内容・対価
③ その他の特別に⽣ずる費⽤に係る料⾦（例︓有料道路利⽤料、燃料サーチャージなど）
④ 運送契約の当事者の⽒名・名称及び住所
⑤ 運賃・料⾦の⽀払⽅法
⑥ 書⾯の交付年⽉⽇

1.書⾯交付関係

○ 運送契約締結時に、以下の事項について記載した書⾯交付を義務付け
・ 真荷主＊とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書⾯交付（法第12条）
・ トラック事業者等が利⽤運送を⾏うときは、委託先への書⾯交付（法第24条）

○ 交付した書⾯については、その写しを⼀年間保存すること

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

・ メール等の電磁的⽅法でも可
・ 基本契約書が交わされている場合、その基本契約書

に記載されている内容については省略可
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＊「真荷主」とは、以下の①〜③のすべてに該当する者を指す。
① ⾃らの事業に関して
② 貨物⾃動⾞運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の

運送を委託する者であって、
③ 貨物⾃動⾞運送事業者以外のもの



書⾯交付の義務付けについて

荷主
貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

荷主
貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物利⽤
運送事業者

運送
委託

運送
委託

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

＜パターン１︓貨物⾃動⾞運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３︓貨物⾃動⾞運送事業者から貨物利⽤運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

利⽤運送
（利⽤運送法）

利⽤運送
（利⽤運送法）

貨物⾃動⾞
運送事業者

かつ
貨物利⽤

運送事業者

荷主
貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物利⽤
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

＜パターン２︓荷主から運送を受託しているのが貨物利⽤運送事業者であるケース＞

運送
委託

利⽤運送
（利⽤運送法）

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

①
書⾯交付

①
書⾯交付

①
書⾯交付

① ︓ 第12条の規定に基づく書⾯交付
（真荷主⇔トラック事業者）

② ︓ 第24条の規定に基づく書⾯交付
トラック事業者・利⽤運送事業者

⇒トラック事業者・利⽤運送事業者

②
書⾯交付

②
書⾯交付

②
書⾯交付

②
書⾯交付

②
書⾯交付

真荷主

真荷主

真荷主 貨物利⽤運送事業者にも
書⾯交付の義務がかかる

②
書⾯交付
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※赤枠は法定事項

5

あくまでも⼀例であり、法定事項が網羅されていれば、
既存のものやメール等でも可（新たに書⾯を作成する必要はなし）

交付書⾯の⼀例



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

２-1.健全化措置関係＜努⼒義務について＞

○ 元請事業者等に対し、利⽤運送を⾏うときに、委託先への発注適正化（健全化措置）を講ず
ることを努⼒義務化。具体的な内容は以下のとおり。

【健全化措置の内容】 ※次ページにイメージ図を掲載

① 利⽤する運送に要する費⽤の概算額を把握した上で、その概算額を勘案して利⽤の申込みをする
こと

② 荷主が提⽰する運賃・料⾦が①の概算額を下回る場合、当該荷主に対し、運賃・料⾦について
交渉をしたい旨を申し出ること

③ 委託先のトラック事業者が再委託を⾏う場合に関し、委託先に対して、例えば「⼆以上の段階にわ
たる委託の制限（再々委託の制限）」等の条件を付すこと

6

※あくまでも例⽰であり、委託先に対してその他の条件を付すことによって対応していただく
ことでも問題ありません。
例）「再委託を⾏う場合は、再委託先の運送に要する費⽤を聞き取る場を設けたう

えで申込みをすること」 など



健全化措置のイメージ

イメージ措置の内容
利⽤する運送に要する費⽤の
概算額を把握した上で、当該
概算額を勘案して利⽤の申込
みをすること。

①

荷主が提⽰する運賃・料⾦が
①の概算額を下回る場合、当
該荷主に対し、運賃・料⾦に
ついて交渉をしたい旨を申し出
ること。

②

委託先の⼀般貨物⾃動⾞運
送事業者が再委託を⾏う場
合に関し、委託先に対して、例
えば「⼆以上の段階にわたる委
託（再々委託）の制限」等の
条件を付すこと。

③

概算額をヒアリング 概算額を勘案し申込み

元請 下請 元請 下請

荷主
元請 下請 荷主 元請

Ａ社 Ｂ社
＝「委託先の⼀般貨物

⾃動⾞運送事業者」

条件を付す

Ｃ社

１段階⽬の委託
（再委託）

引き受けた運送を他の事業者に再委託する場合、
再々委託は⾏われないようにしてください。

運賃・料⾦を交渉「荷主が提⽰する運賃・料⾦＜①の概算額」の場合

いくらで運送
できますか︖

燃料費⾼騰のため、100
万円以下だと⾚字です。

110万円で申し
込みます。

ありがとうござい
ます。

荷物が通常より多く
なるのですが、いつ
もの90万円でお願い
できますか︖

確認します。

いくらで運送
できますか︖

ご依頼の荷物量だと、トラッ
ク１台追加する必要があるの
で、価格交渉させて下さい。

110万円は必要です。

トラック⾜りないか
ら1台追加で下請け
にださなくちゃ・・

Ｄ社

２段階⽬の委託
（再々委託）
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トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

２-2.健全化措置関係＜運送利⽤管理規程の作成義務・運送利⽤管理者の選任義務について＞

○ 前年度の利⽤運送量（貨物⾃動⾞運送事業法に基づくものに限る。）が100万トン以上の事業者に対し、健全
化措置に関する運送利⽤管理規程の作成・運送利⽤管理者の選任及び国⼟交通⼤⾂への届出
を義務付け

【運送利⽤管理規程の内容】
① 健全化措置を実施するための事業の運営の⽅針に

関する事項
② 健全化措置の内容に関する事項
③ 健全化措置の管理体制に関する事項
④ 運送利⽤管理者の選任に関する事項
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【運送利⽤管理者の職務】
① 健全化措置を実施するための事業の運営の⽅針を決

定すること。
② 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
③ 実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実

運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

※毎年提出している事業実績報告書の「輸
送トン数（利⽤運送）・ 全国計」の欄で
判断。

※事業運営上の重要な決定に参画する管理
的地位にある者（役員等）から１⼈選任。

※届出期限は、利⽤運送量が100 万トン以上と
なった年度の翌年度の７⽉10 ⽇まで。
⇒ 令和６年度に100万トン以上となった場合は、

令和７年４⽉１⽇〜令和７年７⽉10⽇
の間に届出をする必要。



○ 元請事業者に対し、以下の事項について記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
※ 作成の対象となる貨物の重量は1.5トン以上
※ 元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に⾄る

までの⼀連の委託関係が明らかとなっている場合、運送ごとの作成は不要（⼀度作ればよい）

○ 作成した実運送体制管理簿は１年間保存すること

○ 各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け

【実運送体制管理簿の記載事項】

① 実運送事業者の商号⼜は名称

② 実運送事業者が実運送を⾏う貨物の内容及び区間

③ 実運送事業者の請負階層

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

３.実運送体制管理簿関係

9

※真荷主から運送依頼があった時点で判断。
実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で混載を
⾏うか等は関係ない。

※系列化等により下請構造が固定化されている場合（真荷主及び元請
事業者がともに、実運送事業者とその請負階層についてあらかじめ把握
している状態）を想定。



実運送体制管理簿の作成主体について

荷主
貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

荷主
貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物利⽤
運送事業者

運送
委託

運送
委託

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

＜パターン１︓貨物⾃動⾞運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３︓貨物⾃動⾞運送事業者から貨物利⽤運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

利⽤運送
（利⽤運送法）

利⽤運送
（利⽤運送法）

貨物⾃動⾞
運送事業者

かつ
貨物利⽤

運送事業者

荷主
貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物利⽤
運送事業者

貨物⾃動⾞
運送事業者

＜パターン２︓荷主から運送を受託しているのが貨物利⽤運送事業者であるケース＞

運送
委託

利⽤運送
（利⽤運送法）

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

貨物⾃動⾞
利⽤運送

（トラック法）

︓ 管理簿の作成主体

真荷主

真荷主

真荷主

※貨物軽⾃動⾞運送事業者は除く

※貨物軽⾃動⾞運送事業者は除く

※貨物軽⾃動⾞運送事業者は除く 10



実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー

荷主

貨物⾃動⾞
運送事業者

(元請)

・・・ 貨物⾃動⾞
運送事業者

（n次請）

・・・

実運送体制管理簿
を作成する

実運送事業者の名称/商号、運送区間、貨物の内容、何次請けか

元請A社の連絡先、真荷主の名称、
何次請けか

: 通知事項: 運送委託

※実運送を⾏う
場合

実運送あり
⇒ 元請事業者への

通知義務

※貨物軽⾃動⾞運送事業者は除く

貨物⾃動⾞
運送事業者

（3次請）

貨物利⽤
運送事業者

（2次請）

貨物⾃動⾞
運送事業者

貨物利⽤
運送事業者

かつ

（１次請）

貨物利⽤運送事業者
にも「委託先への通知
義務」がかかる

真荷主

「1.5トン」は
この時点で

判断

併せて、「実運送体制管理簿の作成対象
である」旨を確実に委託先へ伝える

実運送なし
⇒ 元請事業者

への通知なし
※「委託先への通知義務」

はあり
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実運送体制管理簿のイメージ

・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、
機械メーカー丙社）

・食料品メーカー甲社からの運送依頼について、下図
のような委託関係により運送した場合

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸

運送委託
・⾷品機械:20t（××⼯場→〇〇⼯場）
・冷凍⾷品:５t（〇〇⼯場→⼩売店ア）
・調味料:３t（〇〇⼯場→卸売店イ）
・飲料:10t（××⼯場→倉庫ウ）

運送委託
・冷凍⾷品:５t
（Z営業所

→⼩売店ア）

運送委託
・冷凍⾷品:５t
（Z営業所

→⼩売店ア）

D運輸

実運送
・飲料:３t
（××⼯場

→倉庫ウ）

１次

実運送
・冷凍⾷品:５t
（〇〇⼯場→Z営業所）
・調味料:３t
（〇〇⼯場→卸売店イ）

実運送なし（すべて利⽤運送）
・⾷品機械:20t
（××⼯場

→〇〇⼯場）
・飲料:10t
（××⼯場→倉庫ウ）

X運輸
元請

運送委託
・⾷品機械:20t
（××⼯場

→〇〇⼯場）

⾷料品
メーカー

甲社

真荷主

運送委託
・飲料:10t
（××⼯場

→倉庫ウ）

運送委託
・飲料:５t
（××⼯場

→倉庫ウ）

運送委託
・飲料:２t
（××⼯場

→倉庫ウ）

運送委託
・飲料:２t
（××⼯場

→倉庫ウ）

E運輸

実運送
・飲料:５t
（××⼯場

→倉庫ウ）

２次

F運輸

実運送
なし

２次
G運輸

実運送
・飲料:２t
（××⼯場

→倉庫ウ）

３次

C運輸

実運送
・冷凍⾷品:５t
（Z営業所

→⼩売店ア）

２次
B運輸

実運送
なし

１次

実運送
・⾷品機械:20t 
（××⼯場

→〇〇⼯場）

A運輸
１次

“貨物”を分割して
運送するパターン

“区間”を分割して
運送するパターン

12



ｑ

ドライバー名車番請負階層実運送事業者の商号又は名称貨物の内容運送区間積込日

○○11-11１次請けA運輸食品機械××工場～〇〇工場2/1（木）

○○22-22元請けX運輸冷凍食品○○工場～Z営業所2/1（木）

○○33-33２次請けC運輸冷凍食品Z営業所～小売店ア2/1（木）

○○44-44１次請けD運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

○○55-55２次請けE運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

○○66-66３次請けG運輸飲料××工場～倉庫ウ2/2（金）

実運送体制管理簿のイメージ

実運送体制管理簿（食料品メーカー甲社）

・
・
・

実運送体制管理簿（製紙メーカー乙社）

実運送体制管理簿（機械メーカー丙社）

赤枠：必須の記載事項

・既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成可能。電磁的記録での作成も可。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・・・

・
・
・

※「調味料」は元請事業者がすべて自身で実運送した（利用運送を行っていない）ため、管理簿への記録は不要

※元請事業者自身が管理簿に記載されるのは
「一部を自身が実運送し、残りを利用運送した場合」 のみ

※元請事業者は実運送をしていない（すべて利用運送した）
ため、元請事業者自身は管理簿には記載されない
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・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、機械メーカー丙社）

・食料品メーカー甲社からの運送依頼について、前ページの下請構造により運送した場合

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸



トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物⾃動⾞運送事業法】

４.その他の制度改正（令和７年４⽉１⽇施⾏）
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○荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる⾞両の拡⼤
・ 業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる⾞両が、現⾏の「⾞

両総重量が８トン以上⼜は最⼤積載量が５トン以上の⾞両」から、全ての⾞両に拡⼤
されます。

○特定貨物⾃動⾞運送事業の事業譲渡等に係る⼿続の変更
・ 特定貨物⾃動⾞運送事業の譲渡、合併・分割⼜は相続が発⽣した場合、事業の権利

義務は⾃動的に承継されることとなっており、権利義務を承継した者は事後の届出義務
のみ課されることとされているところ。

・ 今般、特定貨物⾃動⾞運送事業についても、⼀般貨物⾃動⾞運送事業者と同様に事
業譲渡等の際に権利義務を承継する者の適格性を審査するために、届出制が認可制
に変更となります。



〈規制の⾒直し〉
（１）協議を適切に⾏わない代⾦額の決定の禁⽌（価格据え置き取引への対応）

代⾦に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、⼀⽅的な代⾦額の決定
を禁⽌

（２）⼿形払等の禁⽌
対象取引において、⼿形払を禁⽌。その他の⽀払⼿段（電⼦記録債権、ファクタリング等）につい
ても、⽀払期⽇までに代⾦相当額を得ることが困難なものを禁⽌

（３）運送委託の対象取引への追加（物流問題への対応）
対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加

（４）従業員基準の追加（適⽤基準の追加）
従業員数３００⼈（役務提供委託等は１００⼈）の区分を新設

（５）⾯的執⾏の強化
事業所管省庁の主務⼤⾂に指導・助⾔権限を付与。相互情報提供に係る規定を新設

〈「下請」等の⽤語の⾒直し〉
・題名について、以下のとおり改める。
「下請代⾦⽀払遅延等防⽌法」⇒「製造委託等に係る中⼩受託事業者に対する代⾦の⽀払の遅延等の
防⽌に関する法律」

・⽤語について、以下のとおり改める。
「下請事業者」⇒「中⼩受託事業者」、「親事業者」⇒「委託事業者」等 15

下請法改正案の主な改正事項（⼀覧） 公正取引委員会作成資料
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下請法改正案の主な改正事項の概要（物流関係抜粋）
○ 協議を適切に⾏わない代⾦額の決定の禁⽌【新第５条第２項第４号関係】

 「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、中⼩受託事業者か
ら価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を⾏わなかっ
たりするなど、⼀⽅的に代⾦を決定して、中⼩受託事業者の利益を不当に害する⾏為を禁⽌する規定を新設
する。

改 正 内 容

【コスト上昇型】

従前の対価

引上げ後の対価
※コストアップに
⾒合わない引上げ幅

コスト
40円

コスト
90円

100円

110円

利益

利益

改正案

交渉プロセスに着⽬した規定を新設

現⾏ 【対価引下げ型】

従前の対価

引下げ後の対価

コスト
40円 100円

50円

利益

利益

コスト
40円

対価に着⽬
した規定

 コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に⾒合わない価格を⼀⽅的
に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題がみられる。

 そのため、適切な価格転嫁が⾏われる取引環境の整備が必要。

改 正 理 由

現行 改正案

公正取引委員会作成資料



○ 運送委託の対象取引への追加【新第２条第５項、第６項関係】

 発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、本法の対象となる新たな類型として追加し、
機動的に対応できるようにする。

運送事業者 運送事業者発荷主
（例︓部品メーカー、

卸売業者等）
再委託委託

改正案

物品の運送の再委託が対象

改 正 内 容

 発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外（独占禁⽌法の物流特殊指定で対応）である。
 ⽴場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で⾏わされているなど、荷主・物流事業者間の問題（荷役・
荷待ち）が顕在化している。

現⾏の「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」を新たな規制対象に追加

改 正 理 由
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下請法改正案の主な改正事項の概要（物流関係抜粋）

改正案

現行

荷積みの強要
荷待ち

公正取引委員会作成資料



○ ⾯的執⾏の強化【新第５条第１項第７号、第8条、第13条関係】

 事業所管省庁の主務⼤⾂に指導・助⾔権限を付与する。
 中⼩受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁⽌」の申告先として、現⾏の公正取引委
員会及び中⼩企業庁⻑官に加え、事業所管省庁の主務⼤⾂を追加する。

改 正 内 容

 現在、事業所管省庁には調査権限のみが与えられているが、公正取引委員会、中⼩企業庁、事業所管省庁の
連携した執⾏をより拡充していく必要がある。

 事業所管省庁（「トラック・物流Gメン」など）に通報した場合、本法の「報復措置の禁⽌」の対象となって
いない。

改 正 理 由

下請法改正案の主な改正事項の概要（物流関係抜粋）

事業所管省庁

委託事業者指導・助言
＋勧告

指導・助言

調査協力

措置請求

指導・助言権限を追加改正案

公正取引委員会 中小企業庁
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公正取引委員会作成資料


